
2Tome

　
市
で
は
、
障
が
い
者
自
立
支
援
法
の
施

行
に
よ
り
、
平
成
　
年
4
月
か
ら
、
障
が

18

い
の
種
別
（
身
体
障
が
い
・
知
的
障
が
い
・

精
神
障
が
い
）
に
関
わ
ら
ず
、
障
が
い
の

あ
る
人
が
必
要
と
す
る
サ
ー
ビ
ス
を
受
け

ら
れ
る
仕
組
み
を
一
元
化
し
、
よ
り
障
が

い
者
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
や
す
い
環
境
作

り
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
市
で
行
っ
て
い
る
福
祉
に
関
す
る
サ
ー

ビ
ス
は
多
様
で
、「
各
種
手
帳
の
申
請
窓

口
」
の
ほ
か
、「
医
療
費
助
成
」
や
「
介

護
給
付
」、「
訓
練
等
給
付
」
な
ど
の
障
が

い
福
祉
サ
ー
ビ
ス
、「
地
域
生
活
支
援
」、

「
税
の
減
免
」、「
就
労
指
導
員
に
よ
る
就

労
支
援
」
な
ど
が
あ
り
ま
す
【
表
１
】。

　
皆
さ
ん
は
、
「
障
が
い
者
の
雇
用
」
と
聞
い
て
何
を
感
じ
ま
す
か
？

　
障
が
い
の
あ
る
人
と
、
障
が
い
の
な
い
人
と
が
同
様
に
、
そ
の
能
力
に

応
じ
て
、
働
く
機
会
が
平
等
に
得
ら
れ
る
社
会
。
市
は
、
そ
の
よ
う
な
社

会
を
目
指
し
て
い
ま
す
。

　
障
が
い
者
自
立
支
援
法
の
施
行
に
よ
り
市
が
策
定
し
た
『
障
が
い
福
祉

計
画
』
で
も
、
重
点
的
な
取
り
組
み
の
一
つ
に
就
労
支
援
を
挙
げ
て
い
ま

す
が
、
障
が
い
者
の
一
般
就
労
に
は
ま
だ
多
く
の
課
題
が
あ
り
ま
す
。

　
障
が
い
者
の
就
労
を
進
め
る
た
め
に
は
市
民
の
皆
さ
ん
を
始
め
、
地

域
や
団
体
、
事
業
所
の
理
解
と
協
力
が
不
可
欠
で
す
。

　
今
回
は
、
そ
の
中
で
も
障
が
い
者
の
自
立
に
向
け
た
、
市
内
の
障
が
い

者
就
労
施
設
の
概
要
や
、
そ
の
施
設
で
働
い
て
い
る
人
の
感
想
な
ど
を

紹
介
し
ま
す
。

障
が
い
者
の
自
立
に

向
け
た
市
の
取
り
組
み
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【表１】市の主な福祉サービス

内容サービス種類

一定以上の障がいに対しての各種障がい手帳の申請窓口手帳申請

障がいの状態や要件に応じての費用助成や医療相談医療費助成

常時特別な介護が必要な障がい者への手当の支給手当

在宅介護などの介護給付や職業訓練などの訓練給付
障がい

福祉サービス

移動支援や訪問入浴サービス、日中一時支援など地域生活支援

住民税や軽自動車税の減免など税の減免

指導員による就労支援、福祉作業所での作業訓練など就労支援
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一
口
に
「
障
が
い
者
福
祉
サ
ー
ビ
ス
」

と
言
っ
て
も
、
居
宅
に
お
い
て
介
護
や
調

理
な
ど
、
生
活
全
般
に
わ
た
る
援
助
を
行

う
「
居
宅
介
護
」
や
、
短
期
間
の
入
所
を

必
要
と
す
る
障
が
い
者
に
つ
い
て
当
該
施

設
で
必
要
な
保
護
を
行
う
「
短
期
入
所
」

（
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
）
な
ど
、
主
に
介
護
の

支
援
を
受
け
る
「
介
護
給
付
」
、
身
体
機
能

ま
た
は
生
活
能
力
の
向
上
の
た
め
、
必
要

な
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
行
う
「
自
立

訓
練
」（
機
能
訓
練
・
生
活
訓
練
）、
就
労

に
必
要
な
知
識
・
能
力
の
向
上
の
た
め
の

訓
練
を
行
う
「
就
労
移
行
支
援
」、「
就
労

継
続
支
援
A
・
B
型
」
な
ど
主
に
訓
練
を

中
心
と
し
た
「
訓
練
等
給
付
」
と
、
実
に

さ
ま
ざ
ま
な
サ
ー
ビ
ス
が
あ
り
ま
す
。

　
次
の
ぺ
ー
ジ
か
ら
は
、
主
に
、「
就
労
移

行
支
援
」
や
「
就
労
継
続
支
援
A
・
B
型
」

【
注
】
な
ど
、
企
業
へ
の
就
労
に
向
け
た
支

援
事
業
を
行
っ
て
い
る
、
市
内
の
８
施
設

の
取
り
組
み
、
そ
の
施
設
を
利
用
し
て
い

る
人
や
指
導
す
る
ス
タ
ッ
フ
な
ど
の
「
現

場
の
声
」
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　
常
用
労
働
者
数
が
　
人
以
上
の
会
社
は
、

５６

労
働
者
数
の
1
・
8
％
に
相
当
す
る
障
が

い
者
の
雇
用
が
義
務
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
全
国
や
県
の
障
が
い
者
の
雇
用
状
況
を

見
る
と
法
定
雇
用
率
1
・
8
％
に
比
べ
依

然
隔
た
り
が
あ
り
、
障
が
い
者
の
雇
用
は

厳
し
い
状
況
と
な
っ
て
い
ま
す
【
表
２
】
。

　
迫
共
職
業
安
定
所
に
よ
る
と
、
迫
管
内

の
民
間
企
業
の
障
が
い
者
雇
用
率
は
、
行

政
や
関
係
機
関
、
各
施
設
な
ど
の
相
互
の

努
力
に
よ
っ
て
１
・
９
８
％
と
な
り
、
改

善
の
方
向
に
あ
り
ま
す
が
、
さ
ら
な
る
雇

用
率
の
向
上
に
向
け
、
引
き
続
き
取
り
組

む
こ
と
が
重
要
と
な
っ
て
い
ま
す
。

継
続
し
た
取
り
組
み
が

雇
用
率
向
上
の
鍵
に

 現 状

　
障
が
い
者
を
支
援
す
る
制
度
の
整
備
や
、

行
政
や
事
業
所
、
施
設
な
ど
の
関
係
機
関

が
頑
張
る
だ
け
で
は
、
障
が
い
者
雇
用
の

拡
大
に
は
つ
な
が
り
ま
せ
ん
。
何
よ
り
、

市
民
皆
さ
ん
の
障
が
い
者
へ
の
理
解
が
必

要
で
す
。

　
障
が
い
の
あ
る
人
も
、
障
が
い
の
な
い

人
も
、
と
も
に
地
域
で
生
活
し
、
み
ん
な

で
一
緒
に
幸
せ
に
な
れ
た
ら
…
。

　
障
が
い
者
に
関
係
す
る
人
た
ち
が
協
力

し
あ
い
、
登
米
市
を
「
だ
れ
も
が
自
分
ら

し
く
笑
顔
で
暮
ら
せ
る
ま
ち
」
そ
ん
な
ま

ち
に
し
て
い
き
た
い
で
す
ね
。

【
注
】　

　
就
労
移
行
支
援
（
一
般
型
）

　
　
企
業
へ
の
就
労
を
希
望
す
る
障
が

　
い
者
に
対
し
、
一
定
の
期
間
、
生
産

　
活
動
な
ど
の
機
会
の
提
供
を
通
じ
て
、

　
就
労
に
必
要
な
知
識
お
よ
び
能
力
の

　
向
上
の
た
め
に
必
要
な
訓
練
な
ど
を

　
行
う
サ
ー
ビ
ス
で
す
。

　
就
労
継
続
支
援
（
A
型
）

　
　
通
常
の
事
業
所
に
雇
用
さ
れ
る
こ

　
と
が
困
難
な
障
が
い
者
に
対
し
、
就

　
労
の
機
会
の
提
供
や
、
生
産
活
動
な

　
ど
の
機
会
の
提
供
を
通
じ
て
、
知
識

　
お
よ
び
能
力
の
向
上
の
た
め
に
必
要

　
な
訓
練
な
ど
を
行
う
サ
ー
ビ
ス
で
す
。

　
就
労
継
続
支
援
（
B
型
）

　
　
就
労
経
験
の
あ
る
障
が
い
者
な
ど

　
に
対
し
、
就
労
の
機
会
の
提
供
や
、

　
生
産
活
動
な
ど
の
機
会
の
提
供
を
通

　
じ
て
、
そ
の
知
識
お
よ
び
能
力
の
向

　
上
の
た
め
に
必
要
な
訓
練
な
ど
を
行

　
う
サ
ー
ビ
ス
で
す
。 

【
問
い
合
わ
せ
】

　
福
祉
事
務
所
　
生
活
福
祉
課

　
緯
０
２
２
０
（
　
）
5
5
5
2

５８

一
般
事
業
所
へ
の

就
労
を
目
指
し
て

 活 動
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　障がい者就業・生活支援センター「ゆい」
　「働きたい」・「働き続けたい」と思っている障がいのある
人への支援や障がいのある人を「雇用したい」と考えている
事業所の皆さんへ雇用支援を行います。
●相談日時　平日　午前８時３０分～午後５時１５分

●電話番号　緯 ０２２0（２１）１０１１

　ハローワーク迫（公共職業安定所）
　障がい者の求職相談に応じる専門窓口を設置しています。
●相談日時　平日　午前８時３０分～午後５時１５分

●電話番号　緯 ０２２０（２２）８６０９　

　②算定基礎労働者数：常用労働者総数から除外率（※）相当数を除いた法定雇用率の算定の基礎となる労働者数

　　　　　　　　　　　（※）身体障がい者・知的障がい者が就業することが困難であると認められる職種が相当の割合を占める業種については、

　　　　　　　　　　　　　  業種ごとに除外率が設定されています。

　③障がい者の数： 重度障がい者については１人の雇用で２人の障がい者を雇用しているものとして計算されます。 

⑤法定雇用
率達成企業
の割合

④実雇用率

÷②
×100

③雇用されている障がい者の数

②算定基礎
   労働者数

①企業数区分


計
×２＋＋
＋×0.5

精神障がい
者である短時
間労働者

重度以外の身
体障がい者、知
的障がい者およ
び精神障がい者

重度身体障がい
者および重度知的
障がい者である短
時間労働者

重度身体障
がい者および
重度知的障が
い者

47.0％1.68％342,973人2,799人157,816人6,936人88,411人20,356,456人71,830社全　国

47.3％1.62％3,679人30人1,816人74人887人226,985人1,124社宮城県

65.6％1.98％114人0人59人3人26人5,762人３２社迫管内

【表２】民間企業における障がい者の雇用状態　(平成２２年６月１日現在) 【参考】宮城労働局 Press Release

特集●障がい者の就職支援を考える

理
解
と
協
力
に
よ
っ
て

人
に
優
し
い
ま
ち
に
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